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北九州市告示第７５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定により道路の占

用を制限する区域を指定したので、同条第３項の規定により次のとおり告示す

る。 

 その関係図書は、北九州市役所（都市整備局道路部管理課）においてこの告

示の日から３０日間一般の縦覧に供する。 

令和８年３月２７日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域  

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 

一般国道 １９９号 八幡西区光明一丁目１９１４番１地先から 

八幡西区折尾四丁目１５１９番４地先まで 

一般国道 １９９号 戸畑区新池三丁目５１０４番７地先から 

戸畑区幸町５番地先まで 

一般国道 １９９号 戸畑区新池三丁目５２３９番地先から 

戸畑区川代一丁目４２番地先まで 

県道 柄杓田大里線 門司区大字伊川１４６１番１地先から 

門司区大里東一丁目３９８４番１地先まで 

県道 城野砂津線 小倉北区片野新町二丁目１０９番地先から 

小倉北区三郎丸二丁目２４７番３地先まで 

県道 新道寺曽根線 小倉南区大字貫１６５２番６地先から 

小倉南区中貫二丁目１６０６番１１地先ま

で 

県道 恒見朽網線 小倉南区大字曽根３５３６番７地先から 

小倉南区大字朽網３９１４番１地先まで 

県道 八幡戸畑線 八幡東区尾倉二丁目４３番５地先から 

八幡東区西本町一丁目３２番３地先まで 

県道 八幡戸畑線 八幡東区春の町一丁目６０４番８地先から 

八幡東区中央二丁目１３番２地先まで 

市道 新門司８号線 門司区新門司二丁目２２番地先から 

門司区新門司三丁目６７番５２地先まで 

市道 新門司２号線 門司区新門司二丁目５１番地先から 

門司区新門司二丁目１７番地先まで 

市道 寺内大里戸ノ

上１号線 

門司区寺内二丁目８番１４地先から 

門司区大里戸ノ上三丁目１３番８地先まで 

市道 新門司６号線 門司区新門司二丁目３７番地先から 

門司区新門司三丁目５９番地先まで 

市道 東本町８号線 門司区東本町二丁目２０５番１地先から 

門司区東本町一丁目３番８地先まで 

市道 浜町東港町１

号線 

門司区浜町４９番地先から 

門司区東港町５５番地先まで 
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市道 東港町５号線 門司区東港町５５番地先から 

門司区東港町１９番地先まで 

市道 東港町２号線 門司区浜町４５番地先から 

門司区東港町１８番地先まで 

市道 浅野１号線 小倉北区浅野三丁目２番３５２地先から 

小倉北区浅野三丁目２番７４３地先まで 

市道 砂津長浜町１

号線 

小倉北区砂津二丁目３２１番３地先から 

小倉北区長浜町１番２８地先まで 

市道 清水下到津１

号線 

小倉北区清水二丁目５９番１地先から 

小倉北区下到津五丁目６８番地先まで 

市道 明和町宇佐町

１号線 

小倉北区明和町７３番２５地先から 

小倉北区宇佐町一丁目６５番８地先まで 

市道 三郎丸２５号

線 

小倉北区三郎丸一丁目２８番６地先から 

小倉北区三郎丸二丁目２４７番３地先まで 

市道 鋳物師町４号

線 

小倉北区鋳物師町８３番８地先から 

小倉北区鋳物師町８３番３地先まで 

市道 中貫貫弥生が

丘１号線 

小倉南区中貫二丁目１６０６番１１地先か

ら 

小倉南区大字貫３０３９番２地先まで 

市道 貫１５号線 小倉南区大字貫１６５２番６地先から 

小倉南区大字貫１１６２番１地先まで 

市道 貫７号線 小倉南区大字貫１１６２番１地先から 

小倉南区西貫一丁目１１１３番３０地先ま

で 

市道 横代長野１１

号線 

小倉南区大字横代３８５番２地先から 

小倉南区大字長野７６２番１地先まで 

市道 横代南町３号

線 

小倉南区大字横代３８５番２地先から 

小倉南区横代南町四丁目１６５１番３地先

まで 

市道 湯川飛行場線 小倉南区中曽根東四丁目１８６３番１地先

から 

小倉南区中曽根東五丁目１７５３番３地先

まで 

市道 曽根貫１号線 小倉南区大字曽根１６２番１地先から 

小倉南区大字貫３０５４番１地先まで 

市道 北方日の出町

１号線 

小倉南区北方四丁目３５番１０地先から 

小倉南区日の出町一丁目４１２番３地先ま

で 

市道 日の出町北方

２号線 

小倉南区日の出町二丁目３９２番１地先か

ら 

小倉南区大字北方３７４番１地先まで 

市道 日の出町２号

線 

小倉南区大字北方３７４番１地先から 

小倉南区北方五丁目９９番１地先まで 

市道 北方２号線 小倉南区北方五丁目２９２番３地先から 
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  小倉南区葉山町一丁目２０２番１地先まで 

市道 日の出町北方

１号線 

小倉南区北方五丁目９９番１地先から 

小倉南区北方五丁目２４３番２地先まで 

市道 若園春ケ丘１

号線 

小倉南区若園五丁目６０６番１２地先から 

小倉南区若園五丁目６７５番８地先まで 

市道 若園２号線 小倉南区若園五丁目６７５番８地先から 

小倉南区若園五丁目６０６番５地先まで 

市道 城野２号線 小倉南区城野四丁目６１７番１１地先から 

小倉南区城野四丁目６６６番９地先まで 

市道 北方５号線 小倉南区北方一丁目８３２番６地先から 

小倉南区北方一丁目９６１番２地先まで 

市道 曽根下曽根１

号線 

小倉南区下曽根二丁目３８３２番１地先か

ら 

小倉南区曽根北町２６３３番２２地先まで 

市道 曽根下曽根１

号線 

小倉南区曽根北町２７３０番３地先から 

小倉南区沼南町三丁目４２２３番１地先ま

で 

市道 曽根２２２号

線 

小倉南区曽根北町２６３３番２２地先から 

小倉南区曽根北町２７３０番３地先まで 

市道 沼南町１号線 小倉南区沼南町一丁目２０２番５地先から 

小倉南区沼南町三丁目４２２３番１地先ま

で 

市道 中川町桜町１

号線 

若松区中川町４番１７地先から 

若松区桜町６番１６地先まで 

市道 本町小竹１号

線 

若松区本町二丁目９０８番１地先から 

若松区中川町４番１７地先まで 

市道 中央５号線 八幡東区中央三丁目４１番１４地先から 

八幡東区中央一丁目３６番７地先まで 

市道 西丸山町２号

線 

八幡東区西丸山町８９番２地先から 

八幡東区東丸山町９７番１４地先まで 

市道 東丸山町１号

線 

八幡東区中央一丁目３６番７地先から 

八幡東区東丸山町９７番１４地先まで 

市道 西本町帆柱１

号線 

八幡東区西本町一丁目２４番３地先から 

八幡東区西本町一丁目２６番１５地先まで 

市道 西本町帆柱１

号線 

八幡東区尾倉二丁目４番３地先から 

八幡東区尾倉一丁目３３番１０地先まで 

市道 西本町１８号

線 

八幡東区西本町一丁目２９番２３地先から 

八幡東区西本町一丁目２６番１５地先まで 

市道 尾倉１４号線 八幡東区尾倉二丁目４４番５地先から 

八幡東区尾倉二丁目４３番１３地先まで 

市道 桃園尾倉１号

線 

八幡東区尾倉二丁目４３番１３地先から 

八幡東区尾倉二丁目４３番５地先まで 

市道 紅梅幸神１号

線 

八幡西区岡田町５３番１地先から 

八幡西区幸神一丁目２番１１地先まで 
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市道 岸の浦１号線 八幡西区岸の浦一丁目２１番２地先から 

八幡西区岡田町５３番１地先まで 

市道 黒崎岸の浦１

号線 

八幡西区岸の浦二丁目１０番３地先から 

八幡西区岸の浦一丁目２１番２地先まで 

市道 折尾西折尾町

１号線 

八幡西区折尾四丁目１３８０番１地先から 

八幡西区堀川町６９３番１地先まで 

市道 光明北鷹見町

１号線 

八幡西区光明二丁目１７２２番２４地先か

ら 

八幡西区北鷹見町４３１番１３地先まで 

市道 浅川台４２号

線 

八幡西区浅川台三丁目９８１番６２地先か

ら 

八幡西区浅川台三丁目９７４番５８地先ま

で 

市道 本城１号線 八幡西区本城三丁目１番１２２地先から 

八幡西区本城一丁目２０番１０９地先まで 

市道 新池２号線 戸畑区千防一丁目４４番９地先から 

戸畑区新池三丁目５２５０番１地先まで 

市道 小芝２号線 戸畑区小芝二丁目２４３番３地先から 

戸畑区小芝一丁目１３３番地先まで 

市道 千防１号線 戸畑区千防三丁目４８番１地先から 

戸畑区千防三丁目５１８９番２地先まで 

市道 千防２号線 戸畑区三六町５３２５番１１地先から 

戸畑区千防三丁目５２６６番１地先まで 

市道 新池１号線 戸畑区新池三丁目５１２８番２地先から 

戸畑区新池三丁目５１４４番２地先まで 

市道 千防３４号線 戸畑区千防三丁目１０番３地先から 

戸畑区千防三丁目５１５８番１地先まで 

市道 汐井町牧山海

岸１号線 

戸畑区汐井町２番１０１地先から 

戸畑区牧山新町志ん川橋まで 

２ 制限の対象とする占用物件  

新たに道路上に設ける電柱（占用制限の開始期日より前に占用を認められ

た電柱の更新又は移設によるものを除く。） 

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外

に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな

い。 

３ 占用を制限する理由 

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における

被害の拡大を防止するため。 

４ 占用制限の開始期日  

令和８年４月１日 
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北九州市告示第７６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、特定計量器の定期検査に係る手数料の徴収事務について、指定公金事務取扱

者を指定し、公金事務を委託したので、同条２項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和８年３月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

 

 指定公金事務取扱者 
指定公金事務 

取扱者として

指定した日 

指定公金事務 

取扱者に公金 

事務を委託し

た日 

委託期間 
名称 住所 

特定非営利活

動法人北九州

市計量士会 

北九州市小倉

北区親和町６

番２号 

令和８年３月

２日 

令和８年３月 

２日 

令和８年４月 

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市告示第７７号 

 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第４号）第６条第３項の規定により、令和８年４月１日から令和１３年３月

３１日までの北九州市立特別養護老人ホームかざし園の利用料金の額を承認し

たので、北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４

７年北九州市規則第２７号）第５条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和８年３月２７日 

北九州市長 武 内 和 久   

施

設

の

種

類 

施設名 金額 

老

人

福

祉

施

設 

北九州市立

特別養護老

人ホームか

ざし園 

介護保険法（平成

９年法律第１２３

号）第８条第９項

に規定する短期入

所生活介護又は同

法第８条の２第７

項に規定する介護

予防短期入所生活

介護を受けた場合 

介護保険法第４１条第４項第２

号又は第５３条第２項第２号に

規定する厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額及

び指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７

号）第１２７条第３項各号又は

指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３５号）第１３

５条第３項各号に掲げる費用の

額として実費を勘案して市長が

定める額 

介護保険法第８条

第２６項に規定す

る介護福祉施設サ

ービスを受けた場

合 

介護保険法第４８条第２項に規

定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額及び

指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生労働省令第３９号

）第９条第３項各号に掲げる費

用の額として実費を勘案して市

長が定める額 
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北九州市告示第７８号  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市渡船事業所小倉分室における小倉航路の使用料及び手数料の徴収及

び収納並びに払戻金の支出について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務

を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
令和８年３月２７日  

 北九州市長 武 内 和 久  

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

渡船事業

所小倉分

室 

関門汽船株

式会社代表

取締浅利政

宏  

北九州市門

司区西海岸

一丁目４番

１号 

令和８年

３月２４

日 

令和８年

３月２４

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第７９号  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市渡船事業所における若戸航路の使用料及び手数料の徴収及び収納並

びに払戻金の支出について、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託し

たので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
令和８年３月２７日  

 北九州市長 武 内 和 久  

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

渡船事業

所 

関門汽船株

式会社代表

取締浅利政

宏  

北九州市門

司区西海岸

一丁目４番

１号 

令和８年

３月２４

日 

令和８年

３月２４

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第８０号  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市渡船事業所及び同事業所小倉分室における北九州市営渡船御船印作

製販売業務委託に係る御船印販売代金について、指定公金事務取扱者を指定し

、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
令和８年３月２７日  

 北九州市長 武 内 和 久  

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

渡船事業

所及び同

事業所小

倉分室 

関門汽船株

式会社代表

取締役浅利

政宏 

北九州市門

司区西海岸

一丁目４番

１号 

令和８年

３月２４

日 

令和８年

３月２４

日 

令和８年４

月１日から

令和９年３

月３１日ま

で 
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北九州市告示第８１号 

 北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市中小企業融資制度要綱の一部を改正する告示 

北九州市中小企業融資制度要綱（昭和４４年北九州市告示第５５号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第１０号ま

でを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「第１項第４号」を「第１項第３号」に

改め、同条第４項中「第１項第５号」を「第１項第４号」に改める。 

第８条第１項の表中「前条第１項第９号」を「前条第１項第８号」に、「前

条第１項第１０号」を「前条第１項第９号」に改め、連鎖倒産防止資金（前条

第１項第３号）の項を削り、「前条第１項第４号」を「前条第１項第３号」に

、「前条第１項第５号」を「前条第１項第４号」に、「前条第１項第６号」を

「前条第１項第５号」に、「前条第１項第７号」を「前条第１項第６号」に、

「前条第１項第８号」を「前条第１項第７号」に改め、同条第３項中「貸付審

査、」を「貸付審査及び」に改め、「及び融資の申込みを受け付けた旨の市長

への報告」を削る。 
第９条第５項中「以内」の次に「（次項の規定による上乗せ保証料を除く。 

）」を加える。 
別表の３ 連鎖倒産防止資金（第７条第１項第３号）の表を削る。 
別表の４ 景気対応資金（第７条第１項第４号）の表中「４ 景気対応資金

（第７条第１項第４号）」を「３ 景気対応資金（第７条第１項第３号）」に

改める。 
別表の５ 経営力強化サポート資金（第７条第１項第５号）の表中「５ 経

営力強化サポート資金（第７条第１項第５号）」を「４ 経営力強化サポート

資金（第７条第１項第４号）」に改める。 
別表の６ 新事業開拓支援資金（第７条第１項第６号）の表中「６ 新事業

開拓支援資金（第７条第１項第６号）」を「５ 新事業開拓支援資金（第７条

第１項第５号）」に改める。 
別表の７ 地域みらい促進資金（第７条第１項第７号）の表中「７ 地域み

らい促進資金（第７条第１項第７号）」を「６ 地域みらい促進資金（第７条

第１項第６号）」に改める。 
別表の８ 災害復旧資金（第７条第１項第８号）の表中「８ 災害復旧資金

（第７条第１項第８号）」を「７ 災害復旧資金（第７条第１項第７号）」に
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改める。 
別表の９ 開業支援資金（第７条第１項第９号）の表中「９ 開業支援資金

（第７条第１項第９号）」を「８ 開業支援資金（第７条第１項第８号）」に

改める。 
別表の１０ 事業承継資金（第７条第１項第１０号）の表中「１０ 事業承

継資金（第７条第１項第１０号）」を「９ 事業承継資金（第７条第１項第９

号）」に改め、同表の（２）融資対象者の項ア（オ）中「第１３条第３項」を

「第１３条第４項」に改め、同項ウ中「第１３条第４項」を「第１３条第５項

」に改める。 
   付 則 
 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の北九州市中小企業融資制度要綱の規定は、この告示の施行の日以

後に融資の申込みをした者について適用し、同日前に融資の申込みをした者

については、なお従前の例による。 
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北九州市告示第８２号 
北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。   
令和８年３月２７日  

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱の一部を改正する告示 
 北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱（平成１２年北九州市告示第３６

４号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第１号ア及びイ以外の部分中「ア又はイ」を「アからウまで」に改め

、同号アを次のように改める。 
  ア 製品の製造加工の用に供する工場（植物工場（生育環境を制御して植

物を安定的に生産する施設をいう。）を含む。）及び自然科学研究所並

びに機械設計業、エンジニアリング業、産業用設備洗浄業又は非破壊検

査業（事業所における事業活動に対する支援サービスを目的とするもの

に限る。）の用に供する施設 
 第２条第１号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。 
  イ 次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当する荷さばき施設、保管

施設及び流通加工施設 
   （ア） 延べ面積が３，０００平方メートル以上のもの 
   （イ） 危険物倉庫 
   （ウ） 冷凍倉庫、冷蔵倉庫又は低温倉庫 
 第４条第２号中「令和７年４月１日から令和８年３月３１日」を「令和８年

４月１日から令和１１年３月３１日」に、「令和９年３月３１日」を「令和１

２年３月３１日」に、「令和１２年３月３１日」を「令和１５年３月３１日」

に改める。 
 第４条の５第１項第１号中「令和７年４月１日から令和８年３月３１日」を

「令和８年４月１日から令和１１年３月３１日」に、「令和９年３月３１日」

を「令和１２年３月３１日」に、「令和１２年３月３１日」を「令和１５年３

月３１日」に改める。 
 第５条第４項第１号を次のように改める。 
 （１） 工場等の土地、建物又は機械設備（以下「土地等」という。）の取

得に要した経費に１００分の２を乗じて得た額 
 第５条第５項第２号ア及びイ以外の部分中「次に掲げる区分に応じそれぞれ

定める土地等の取得に要した経費の割合を」を削り、「経費に」の次に「１０

０分の６を」を加え、同号ア及びイを削る。  
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付 則  
（施行期日）  

１ この告示は、令和９年４月１日から施行する。ただし、第４条及び第４条

の５の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  
２ この告示による改正後の北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱第２条

及び第５条の規定は、この告示の施行の日以後に北九州市企業立地促進補助

金交付制度要綱第６条に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類

（以下「事業計画書等」という。）を提出した企業から適用し、同日前に事

業計画書等を提出した企業に対する補助金の交付については、なお従前の例

による。  
３ 令和８年４月１日前に付則第１項ただし書に規定する改正規定による改正

前の北九州市企業立地促進補助金交付制度要綱第４条から第４条の５までに

規定する補助金の交付の要件を備えた企業に対する補助金の交付については

、なお従前の例による。  
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北九州市公告第２１０号  
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。  
  令和８年３月２７日  
                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量  
  戸籍・戸籍附票標準準拠システム移行業務 一式  
２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地  
  北九州市総務市民局市民部区政推進課  
  北九州市小倉北区城内１番１号  
３ 契約の相手方を決定した日  
  令和８年２月１９日  
４ 契約の相手方の名称及び住所  

富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部西日本支店  
福岡市博多区博多駅東二丁目１４番１号  

５ 契約金額   
  ８，９１６万６，０００円  
６ 契約の相手方を決定した手続  
  随意契約  
７ 随意契約の理由  

政令第１１条第１項第２号に該当するため  
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北九州市交通局管理規程第２号 
北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 
令和８年３月２７日 

                 北九州市交通局長 白 石   基 
北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正 
する規程 

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市交

通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 
 第３条の２の表の１区の項中「１９０円」を「２４０円」に改め、同表の２

区の項中「２３０円」を「２８０円」に、「１９０円」を「２４０円」に改め

、同表の３区の項中「２７０円」を「３２０円」に、「２３０円」を「２８０

円」に改め、同表の４区の項中「３００円」を「３５０円」に、「２８０円」

を「３３０円」に改め、同表の５区の項中「３３０円」を「３８０円」に、「

３１０円」を「３６０円」に改め、同表の６区の項中「３６０円」を「４１０

円」に、「３４０円」を「３９０円」に改め、同表の７区の項及び８区以上の

項中「３９０円」を「４４０円」に、「３７０円」を「４２０円」に改める。 
 第３条の４中「７００円」を「１，０００円」に、「３５０円」を「５００

円」に改める。 
 第６条の２第２項中「１９０円」を「２４０円」に改める。 
 第１４条の２第１項中「満７５歳」を「満７０歳」に改める。 

別表第１、別表第３及び別表第３の２を次のように改める。 
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唐 戸
鷺 田

鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

粟
屋

第
二

粟
屋

粟
屋

入
口

大
城

飛
行

場
下

浜
口

鶴
松

団
地

高
浜

町

自
衛

隊
前

芦
屋

中
学

校
前

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
山

鹿

芦
屋

総
合

体
育

館
前

後
水

大
君

江
川

橋

亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘

青
葉

台
交

差
点

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

猪
熊

三
松

園

第
二

三
松

園 五
月

第
二

三
松

園

猪
熊

北

樋
口

梅
ノ

木
団

地
前

古
賀

水
巻

総
合

運
動

公
園

前

頃
末

宮
の

下

お
か

の
台

団
地

８
棟

前

お
か

の
台

団
地

１
８

棟
前

お
か

の
台

団
地

入
口

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋

青
葉
台
南

安
養

寺
下

ひ
び

き
の

北
公

園
前

塩
屋
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別
表
第
１
（
第
１

条
関
係
）



亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
青

葉
台

交
差

点
  

  
 第

一
北

湊
町

芦
屋

中
学

校
前

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
　

　
三

丁
目

 　
 高

須
小

学
校

前
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
　

第
二

三
松

園
競

技
場

前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口
払 川

唐 戸
鷺 田

鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん

だ
地
域
を
北
九
州
市

内
地
域
と
す

る
。
）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

区
数

は
、

乗
車

停
留

所
か

ら
最

初
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

１
区

と
し

、
次

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
２

区
と

し
、

以
後

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
ご

と
に

１
区

を
加

え
る

。

ひ
び

き
の

北
公

園
前

塩
屋

18

別
表

第
３
（

第
１

４
条

の
２

関
係
）



亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
ﾊ

ﾟｰ
ｸ

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
青

葉
台

交
差

点
  

  
 第

一
北

湊
町

芦
屋

中
学

校
前

有
毛

  
 上

有
毛

竹
並

北
浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
　

　
三

丁
目

 　
 高

須
小

学
校

前
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
　

第
二

三
松

園
競

技
場

前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口
払 川

唐 戸
鷺 田

鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業

高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

ジ
ア
ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん

だ
地
域
の
う

ち
、
若
松
渡
場
を
含

む
地
域
を
若

松
渡
場
地
域
と
し

、
折
尾
駅
を

含
む
地
域
を
折
尾
駅

地
域
と
す
る

。
）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

芦
屋

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

若
松

区
数

は
、

乗
車

停
留

所
か

ら
最

初
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

１
区

と
し

、
次

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
２

区
と

し
、

以
後

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
ご

と
に

１
区

を
加

え
る

。

ひ
び

き
の

北
公

園
前

塩
屋
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別
表

第
３

の
２

（
第

１
４

条
の

３
関

係
）



付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年３月２８日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（以下「旧規

程」という。）の規定により発行された乗車券で、この規程の施行の際現に

効力を有するものは、改正後の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施

行規程の規定により発行されたものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、旧規程の規定により発行された乗車券の取扱い

については、別に管理者が定める。 
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北九州市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和８年３月２７日 

             北九州市人事委員会委員長 髙 橋 直 人 

北九州市人事委員会規則第１号 

北九州市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 北九州市職員の給与に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市人事委員会 

規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項第２号中「以上」の次に「（満１８歳に達する日後の最初の４

月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者にあ

っては、年額１５０万円程度以上）」を加える。 

第１６条中「第２１条において同じ。」を削る。 

第２１条中「週休日」の次に「（勤務時間条例第４条第１項に規定する週休

日をいう 。）」 を加える。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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